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佐野市運動公園等３施設自動販売機設置者募集要項（随時） 

 

 

１ はじめに ～自動販売機設置者の募集（随時）にあたって～ 

   佐野市運動公園等に設置する飲料用等自動販売機の設置者を以下のとおり募集（随時）

します。 

本市では、市有財産の貸付による自動販売機の設置者を募集（随時）し、運動公園等

の利便性向上を図るとともに、自主財源の確保に努めるものです。 

当該募集（随時）に参加される方は、募集要項（随時）の各事項を確認の上、応募し

てください。 

 

２ 貸付物件 

   今回の貸付物件は、別表１「物件調書」のとおりです。 

 

３ 応募参加資格 

本市の「令和５・６年度佐野市物品等競争入札参加資格者名簿」（下記の登録分類参

照）に登録されている個人又は法人であることを参加資格とします。 

 ＊登録分類＝大分類：Ｋ「その他の物品」、小分類：０７「自動販売機設置」 

 

４ 自動販売機の設置条件 

（１）飲料用等自動販売機設置者（以下「設置者」という。）の施設使用形態 

地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づき、本市が設置者に対し、市有

財産の一部を貸付ける方法（賃貸借契約）により行います。 

 

（２）募集期間 

   随時、募集を受付しています。（令和６年２月１５日まで） 

 

（３）貸付期間 

契約締結日 から 令和６年３月３１日までとし、貸付契約の更新は認めないものと

します。 

 

（４）貸付料 

貸付料（１円未満切捨て）は、毎月の売上金額（税抜）に提案貸付料率を乗じたもの

に別途消費税及び地方消費税相当額を加算した価格とする。 

 

（５）必要経費 

   自動販売機の設置、維持管理、撤去等に要する経費負担については、次のとおりとし

ます。 

ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等はすべて設置者（応募者）の

負担とし、その方法については、本市の指示に従ってください。 

  また、設置者（応募者）は、貸付物件に係る自動販売機の売上状況を１ヶ月ごとに

取りまとめ、翌月１０日までに本市へ売上報告書を提出するものとします。 
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（６）設置機器の仕様 

設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとします。 

ア 転倒防止対策を行うこと。 

イ 新旧５００円硬貨及び１,０００円紙幣が使用できること。 

ウ ピークシフト・ピークカット、省エネルギー、ノンフロン対応など環境負荷の低減 

 に十分配慮した機能を搭載したものを設置すること。 

エ 利用者に使いやすく開発されたユニバーサルデザインのものや、タッチパネル方式

の機器を設置することについて、極力導入に努めること。 

オ 外観については、設置場所に配慮したものとし、本市と協議の上、設置すること。 

カ 設置場所には給排水管がないことから、カップ式自動販売機については、タンク式

のものとすること。 

キ 本市との災害協定等の締結事項がある場合、それらに対応する機器仕様であること。 

 

（７）利用上の制限 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

ア 設置条件を遵守し、貸付料を本市が定める期限までに確実に納付すること。 

イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。 

ウ 販売品の搬入及び廃棄物の搬出時間・経路については本市と協議の上行うこと。 

エ 販売品目は、清涼飲料水（スポーツドリンク含む）、乳飲料等とし、酒類の販売を

行わないこと。なお、商品の具体的な構成については、設置者（応募者）決定後、設

置前に本市と協議を行うこと。 

オ 自動販売機の販売価格は、標準小売価格（メーカー希望小売価格）を超えない価格

で販売すること。 

 

（８）維持管理 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置者（応募者）が行

うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行

うこと。 

イ 自動販売機に併設して、販売する飲料等の容器の種類に応じた使用済み容器の回収

ボックスを必要数設置し、設置者（応募者）の責任で適切に回収・リサイクルするこ

と。 

ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関

係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で、安全に設置す

ること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

オ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置者（応募者）の

責任において速やかに対応すること。 

 

（９）原状回復 

設置者（応募者）は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回

復してください。なお、原状回復に際し、設置者（応募者）は一切の補償を本市へ請求

することはできません。 

 

５ 応募方法 

郵送または持参にて、次の書類を佐野市産業文化スポーツ部スポーツ推進課まで提出し

てください。 

① 自動販売機設置申込書 
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６ 設置者（応募者）の決定 

  着順とさせていただきます。なお、同一の【物件番号】に対し複数の申込みがあった場

合は、最低提案貸付料率以上の率の者のうち、最も高い率を提示した者を設置業者とさせ

ていただきます。（提案率が同率の場合は、別途選定方法について連絡させていただきま

す。） 
 

７ 契約の締結 

（１）別紙契約書（様式第８）により、契約書を作成するものとします。 

（２）契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。 

（３）貸付契約は、入札参加者名義で行います。 

（４） 契約を締結するまでの間に、設置者（応募者）が指名停止又はこれに準ずる措置を受

けた場合は、原則として契約を締結しないものとします。この場合、本市は一切の損害

賠償の責を負いません。 

 

８ 貸付料の納付 

貸付料は、本市の発行する納入通知書により、指定する期限までに全額納入していた

だきます。また、既に納付した貸付料は返還いたしません。 

＊売上実績（売上個数、金額、売上カウンター値）については、本市が定める期日ま

でに毎月報告するものとします。 

＊売上カウンター値については、前回報告値との差が売上個数の合計と合致するもの

とします。また、随時本市は設置者（落札者）立会のもと、売上カウンター値を確

認できるものとします。 

 

９ 貸付建物概要 

Ａ 施 設 名 ： 花・花薬局さの体育館（市民体育館） 

場 所 ： 佐野市赤見町２１３０番地２ 

開館時間 ： 午前９時～午後１０時（月曜日及び１２月２９日～１月３日は休館） 

利用者数 ： ２９，１６１人（令和４年度実績） 

 

Ｂ 施 設 名 ： 清酒開華スタジアム（陸上競技場） 

場 所 ： 佐野市赤見町２１３０番地２ 

開館時間 ： 午前９時～午後９時（月曜日及び１２月２９日～１月３日は休館） 

利用者数 ： ３２，３０４人（令和４年度実績） 

 

Ｃ 施 設 名 ： コンチネンタルホームフィールド（第１多目的球技場） 

場 所 ： 佐野市赤見町２１３０番地２ 

開館時間 ： 午前９時～午後９時３０分（月曜日及び１２月２９日～１月３日は休館） 

利用者数 ： ２２，９２９人（令和４年度実績） 

 

Ｄ 施 設 名 ： テニスコート 

場 所 ： 佐野市赤見町２１３０番地２ 

開館時間 ： 午前９時～午後９時３０分（月曜日及び１２月２９日～１月３日は休館） 

利用者数 ： ２３，５８９人（令和４年度実績） 
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Ｅ 施 設 名 ： プール駐車場 

場 所 ： 佐野市赤見町２１３０番地２ 

開館時間 ： 午前９時～午後１０時（月曜日及び１２月２９日～１月３日は閉鎖） 

 

Ｆ 施 設 名 ： 佐野市佐野武道館 

場 所 ： 佐野市堀米町１６７番地１ 

開館時間 ： 午前９時～午後９時３０分（月曜日及び１２月２９日～１月３日は休館） 

利用者数 ： １３，５１４人（令和４年度実績） 

 

 

１０ 問い合わせ先 

住  所  〒３２７－８５０１ 佐野市高砂町1番地 

佐野市産業文化スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ施設係（担当：浅見）  

電話番号    （０２８３)２０－３０４９（直通） 

ファックス番号 （０２８３)２０－３０２９ 

 電子メール   spkanri@city.sano.lg.jp 


